
参考２

平成27年3月15日現在（速報値）

【栽培/飼育管理を行っていないもの】 【栽培/飼育管理を行ったもの】

農産物 11,194 27

野生ウド(5)、野生クサソテツ（コゴミ）(1)、野生サクラシメジ
(1)、野生ゼンマイ(2)、野生タケノコ(1)、野生タラノメ(1)、野生
チチタケ(1)、野生フキ(1)、野生フキノトウ(6)、野生ホウキタ
ケ(1)、野生ワラビ(3)、野生ネマガリタケ(2)

大豆(2)

畜産物 15,198 ―

水産物 9,250 73

アイナメ(1)、アユ(1)、イシガレイ(6)、イワナ(8)、ウグイ(1)、ウ
スメバル(2)、キツネメバル(2)、クロダイ(1)、コイ(1)、コモンカ
スベ(9)、シロメバル(17)、スズキ(3)、ババガレイ(4)、ヒメマス
(1)、マコガレイ(3)、ヤマメ(13)

牛乳・乳児用食品 398 ―
野生鳥獣肉 283 136 イノシシ肉(104)、ツキノワグマ肉(30)、ヤマドリ肉(2)

飲料水 23 ―
その他 1,976 8 あんぽ柿(3)、大豆粕(1)、干し柿(4)

小計 38,322 244 234 10

農産物 4,863 20
タケノコ(4)、野生クサソテツ(3)、野生コウタケ(1)、野生コシア
ブラ(3)、野生サクラシメジ(1)、野生タラノメ(3)、野生ウラベニ
ホテイシメジ(1)、野生灰色シメジ（1）

原木ムキタケ(3)

畜産物 25,453 ―
水産物 3,021 5 イワナ(3)、クロダイ(1)、スズキ(1)

牛乳・乳児用食品 247 ―
野生鳥獣肉 131 36 イノシシ肉(24)、ツキノワグマ肉(6)、ニホンジカ肉(6)

その他 51 ―
小計 33,766 61 58 3
農産物 2,003 3 原木シイタケ(3)

畜産物 20,773 ―
水産物 2,931 ―

牛乳・乳児用食品 55 ―
野生鳥獣肉 33 6 イノシシ肉(6)

飲料水 18 ―
その他 73 ―
小計 25,886 9 6 3

農産物 3,930 9
野生コシアブラ(1)、野生コシアブラ(2)、野生ゼンマイ(1)、野
生タラノメ(1)、野生タラノメ(3)、野生チチタケ(1)

畜産物 25,380 ―
水産物 288 4 イワナ(1)、ブラウントラウト(3)

牛乳・乳児用食品 263 ―
野生鳥獣肉 280 65 イノシシ肉(61)、シカ肉(4)

飲料水 13 ―
その他 85 ―
小計 30,239 78 78
農産物 1,575 2 野生コシアブラ(1)、野生タケノコ(1)

畜産物 24,464 ―
水産物 343 4 イワナ(1)、ワカサギ(2)、ヤマメ(1)

牛乳・乳児用食品 148 ―
野生鳥獣肉 143 51 イノシシ肉(10)、ツキノワグマ肉(18)、ニホンジカ肉(23)

飲料水 22 ―
その他 212 1 原木シイタケ粉末(1)

小計 26,907 58 57 1
農産物 2,112 ―
畜産物 3,943 ―
水産物 1,240 7 ギンブナ(4)、コイ(2)、ニホンウナギ(1)

牛乳・乳児用食品 48 ―
野生鳥獣肉 151 ―
飲料水 9 ―
その他 65 1 きのこ粉末(1)

小計 7,568 8 7 1

宮城県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

千葉県

１）基準値を超過するものは、廃棄等の適切な措置が取られます。
２）下線で示している品目は、自治体、緊急時モニタリング及び国立医薬品食品衛生研究所における検査結果の報
告の際、流通品であることが示されたものです。なお、特段の記載がない限り、下線で示している品目は、産地欄に
記載の都道府県で流通していた食品であることを表しています。
３）超過品目について、参考まで、「栽培/飼養管理を行わなかったもの」と「栽培/飼養管理を行ったもの」に区別し
ています。

平成26年度公表検査結果（概略）

産地 食品群 検査件数
基準値
超過件数

超過品目



参考２

平成27年3月15日現在（速報値）

【栽培/飼育管理を行っていないもの】 【栽培/飼育管理を行ったもの】

１）基準値を超過するものは、廃棄等の適切な措置が取られます。
２）下線で示している品目は、自治体、緊急時モニタリング及び国立医薬品食品衛生研究所における検査結果の報
告の際、流通品であることが示されたものです。なお、特段の記載がない限り、下線で示している品目は、産地欄に
記載の都道府県で流通していた食品であることを表しています。
３）超過品目について、参考まで、「栽培/飼養管理を行わなかったもの」と「栽培/飼養管理を行ったもの」に区別し
ています。

平成26年度公表検査結果（概略）

産地 食品群 検査件数
基準値
超過件数

超過品目

農産物 989 ―
畜産物 5,543 ―
水産物 1,240 ―

牛乳・乳児用食品 16 ―
飲料水 1 ―
その他 82 ―
小計 7,871 0
農産物 1,226 1 野生ワラビ(1)

畜産物 20,915 ―
水産物 2,131 2 イワナ(2)

牛乳・乳児用食品 578 ―
野生鳥獣肉 66 9 クマ肉(2)、シカ肉(2)、ヤマドリ肉(5)

飲料水 7 ―
その他 27 ―
小計 24,950 12 12
農産物 309 2 野生ネマガリタケ(2)

畜産物 4,307 ―
水産物 67 ―

牛乳・乳児用食品 25 ―
飲料水 1 ―
その他 19 ―
小計 4,728 2 2
農産物 857 1 野生コシアブラ(1)

畜産物 17,267 ―
水産物 56 ―

牛乳・乳児用食品 18 ―
野生鳥獣肉 22 ―
飲料水 7 ―
その他 45 ―
小計 18,272 1 1
農産物 1,023 ―
畜産物 3,250 ―
水産物 62 ―

牛乳・乳児用食品 22 ―
野生鳥獣肉 41 1 シカ肉(1)

飲料水 55 ―
その他 57 ―
小計 4,510 1 1
農産物 297 ―
畜産物 213 ―
水産物 286 ―

牛乳・乳児用食品 66 ―
飲料水 37 ―
その他 39 ―
小計 938 0
農産物 337 ―
畜産物 1,300 ―
水産物 203 ―

牛乳・乳児用食品 141 ―
飲料水 10 ―
その他 46 ―
小計 2,037 0

神奈川県

青森県

岩手県

秋田県

山形県

埼玉県

東京都



参考２

平成27年3月15日現在（速報値）

【栽培/飼育管理を行っていないもの】 【栽培/飼育管理を行ったもの】

１）基準値を超過するものは、廃棄等の適切な措置が取られます。
２）下線で示している品目は、自治体、緊急時モニタリング及び国立医薬品食品衛生研究所における検査結果の報
告の際、流通品であることが示されたものです。なお、特段の記載がない限り、下線で示している品目は、産地欄に
記載の都道府県で流通していた食品であることを表しています。
３）超過品目について、参考まで、「栽培/飼養管理を行わなかったもの」と「栽培/飼養管理を行ったもの」に区別し
ています。

平成26年度公表検査結果（概略）

産地 食品群 検査件数
基準値
超過件数

超過品目

農産物 1,382 5
野生コシアブラ(1)（※群馬県において流通）、野生コシアブ
ラ(2)、野生クリタケ（1）、野生チャナメツムタケ（1）

畜産物 3,192 ―
水産物 201 ―

牛乳・乳児用食品 103 ―
野生鳥獣肉 74 1 ツキノワグマ肉(1)

飲料水 7 ―
その他 100 ―
小計 5,059 6 6

農産物 308 14
野生アカモミタケ(1)、野生カヤタケ(1)、野生キハツタケ(1)、
野生シロナメツムタケ(3)、野生ショウゲンジ(4)、野生タマゴタ
ケ(1)、野生チャナメツムタケ(3)

畜産物 323 ―
水産物 8 ―

牛乳・乳児用食品 8 ―
飲料水 62 ―
その他 10 ―
小計 719 14 14

農産物 1,070 16
野生コシアブラ(8)、野生ショウゲンジ(1)、野生ゼンマイ(1)、
野生タラノメ(1)、野生チチタケ(1)、野生チャナメツムタケ
（3）、野生ヌメリイグチ(1)

畜産物 9,261 ―
水産物 2 ―

牛乳・乳児用食品 26 ―
野生鳥獣肉 33 ―
飲料水 28 ―
その他 35 ―
小計 10,455 16 16

農産物 301 5
野生アカモミタケ(1)、野生キハツタケ(1)、野生シロヌメリイグ
チ(1)、野生ハナイグチ(2)

畜産物 1,350 ―
水産物 119 ―

牛乳・乳児用食品 2 ―
野生鳥獣肉 3 ―
飲料水 58 ―
その他 43 ―
小計 1,876 5 5
農産物 390 ―
畜産物 23,289 ―
水産物 731 ―

牛乳・乳児用食品 108 ―
飲料水 3 ―
その他 177 ―
小計 24,698 0
農産物 12 ―
畜産物 146 ―
飲料水 1 ―
その他 0 ―
小計 159 0
農産物 13 ―
畜産物 3 ―
水産物 3 ―
その他 4 ―
小計 23 0
農産物 9 ―
畜産物 40 ―
水産物 4 ―
その他 1 ―
小計 54 0

北海道

新潟県

福井県

静岡県

富山県

長野県

山梨県

石川県



参考２

平成27年3月15日現在（速報値）

【栽培/飼育管理を行っていないもの】 【栽培/飼育管理を行ったもの】

１）基準値を超過するものは、廃棄等の適切な措置が取られます。
２）下線で示している品目は、自治体、緊急時モニタリング及び国立医薬品食品衛生研究所における検査結果の報
告の際、流通品であることが示されたものです。なお、特段の記載がない限り、下線で示している品目は、産地欄に
記載の都道府県で流通していた食品であることを表しています。
３）超過品目について、参考まで、「栽培/飼養管理を行わなかったもの」と「栽培/飼養管理を行ったもの」に区別し
ています。

平成26年度公表検査結果（概略）

産地 食品群 検査件数
基準値
超過件数

超過品目

農産物 12 ―
畜産物 475 ―
水産物 2 ―

牛乳・乳児用食品 7 ―
その他 0 ―
小計 496 0
農産物 71 ―
畜産物 1,273 ―
水産物 8 ―

牛乳・乳児用食品 1 ―
その他 7 ―
小計 1,360 0
農産物 8 ―
畜産物 2,254 ―
水産物 11 ―

野生鳥獣肉 2 ―
その他 1 ―
小計 2,276 0
農産物 83 ―
畜産物 375 ―

牛乳・乳児用食品 1 ―
飲料水 12 ―
その他 4 ―
小計 475 0
農産物 226 ―
畜産物 1,505 ―
水産物 29 ―
飲料水 1 ―
その他 21 ―
小計 1,782 0
農産物 27 ―
畜産物 50 ―
水産物 4 ―

牛乳・乳児用食品 1 ―
飲料水 1 ―
その他 3 ―
小計 86 0
農産物 40 ―
畜産物 619 ―
水産物 19 ―

牛乳・乳児用食品 3 ―
飲料水 1 ―
その他 14 ―
小計 696 0
農産物 32 ―
畜産物 80 ―
飲料水 1 ―
その他 2 ―
小計 115 0
農産物 107 ―
畜産物 152 ―
水産物 38 ―

野生鳥獣肉 54 ―
その他 138 ―
小計 489 0
農産物 12 ―
畜産物 868 ―
水産物 4 ―
飲料水 2 ―
その他 1 ―
小計 887 0

鳥取県

和歌山県

岐阜県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

奈良県

大阪府

兵庫県



参考２

平成27年3月15日現在（速報値）

【栽培/飼育管理を行っていないもの】 【栽培/飼育管理を行ったもの】

１）基準値を超過するものは、廃棄等の適切な措置が取られます。
２）下線で示している品目は、自治体、緊急時モニタリング及び国立医薬品食品衛生研究所における検査結果の報
告の際、流通品であることが示されたものです。なお、特段の記載がない限り、下線で示している品目は、産地欄に
記載の都道府県で流通していた食品であることを表しています。
３）超過品目について、参考まで、「栽培/飼養管理を行わなかったもの」と「栽培/飼養管理を行ったもの」に区別し
ています。

平成26年度公表検査結果（概略）

産地 食品群 検査件数
基準値
超過件数

超過品目

農産物 5 ―
畜産物 5,742 ―
水産物 2 ―
その他 1 ―
小計 5,750 0
農産物 9 ―
畜産物 843 ―
水産物 1 ―
小計 853 0
農産物 3 ―
畜産物 186 ―
水産物 0 ―

牛乳・乳児用食品 0 ―
その他 3 ―
小計 192 0
農産物 8 ―
畜産物 503 ―
その他 1 ―
小計 512 0
農産物 245 ―
畜産物 184 ―
水産物 32 ―

牛乳・乳児用食品 21 ―
飲料水 1 ―
その他 42 ―
小計 525 0
農産物 16 ―
畜産物 166 ―
水産物 2 ―
その他 1 ―
小計 185 0
農産物 61 ―
畜産物 150 ―
水産物 15 ―

牛乳・乳児用食品 23 ―
飲料水 0 ―
その他 9 ―
小計 258 0
農産物 112 ―
畜産物 8 ―
水産物 17 ―

牛乳・乳児用食品 6 ―
野生鳥獣肉 1 ―
小計 144 0
農産物 14 ―
畜産物 70 ―
水産物 0 ―
その他 10 ―
小計 94 0
農産物 29 ―
畜産物 1,494 ―

牛乳・乳児用食品 2 ―
その他 2 ―
小計 1,527 0

佐賀県

徳島県

高知県

香川県

愛媛県

山口県

広島県

島根県

岡山県

福岡県



参考２

平成27年3月15日現在（速報値）

【栽培/飼育管理を行っていないもの】 【栽培/飼育管理を行ったもの】

１）基準値を超過するものは、廃棄等の適切な措置が取られます。
２）下線で示している品目は、自治体、緊急時モニタリング及び国立医薬品食品衛生研究所における検査結果の報
告の際、流通品であることが示されたものです。なお、特段の記載がない限り、下線で示している品目は、産地欄に
記載の都道府県で流通していた食品であることを表しています。
３）超過品目について、参考まで、「栽培/飼養管理を行わなかったもの」と「栽培/飼養管理を行ったもの」に区別し
ています。

平成26年度公表検査結果（概略）

産地 食品群 検査件数
基準値
超過件数

超過品目

農産物 36 ―
畜産物 651 ―
水産物 22 ―
その他 13 ―
小計 722 0
農産物 39 ―
畜産物 474 ―
水産物 3 ―

牛乳・乳児用食品 1 ―
その他 11 ―
小計 528 0
農産物 6 ―
畜産物 215 ―
水産物 1 ―
飲料水 1 ―
その他 10 ―
小計 233 0
農産物 26 ―
畜産物 914 ―
水産物 2 ―
その他 6 ―
小計 948 0
農産物 27 ―
畜産物 4,243 ―
水産物 9 ―
その他 28 ―
小計 4,307 0
農産物 7 ―
畜産物 11 ―
水産物 2 ―
その他 1 ―
小計 21 0
農産物 125 1 野生チチタケ(1)（※茨城県において流通）

畜産物 406 ―
水産物 171 ―

牛乳・乳児用食品 1,972 ―
野生鳥獣肉 1 ―
飲料水 397 ―
その他 6,716 ―
小計 9,788 1 1 0

※１：平成25年度公表検査結果
総計：335,860件（基準値超過1,025件）

総計：278,275件（基準値超過2,372件（暫定規制値超過17件含む））
※３：平成24年3月31日以前に採取された検体（暫定規制値適用対象）の検査結果

総計：137,037件（暫定規制値超過1,204件）
※４：食品中の放射性物質検査は主として出荷前の段階において実施されています。

基準値を超過するものは、出荷制限が指示されている地域のものがほとんどであり、
廃棄等の適切な措置が取られます。

498 18

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

長崎県

熊本県

516

その他

※２：平成24年度公表検査結果（平成24年4月1日以降に採取された検体分（経過措置対象品目を含む））

総計 304,286


